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(57)【要約】
【課題】　ユーザーが所望する感度の実行ボタンを提供
することを目的とする。
【解決手段】　画像処理装置の機能を利用した処理を実
行するための実行ボタンであって、ソフトキーである前
記実行ボタンを表示し、前記実行ボタンに対するユーザ
ー操作を検知するタッチパネルディスプレイと、を有す
る画像処理装置であって、ユーザーの指示部が前記実行
ボタンをタッチしてからリリースするまでの時間をユー
ザー操作によって調整可能である調整手段を有すること
を特徴とする画像処理装置。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像処理装置の機能を利用した処理を実行するための第一のソフトキー、および前記第
一のソフトキー以外の第二のソフトキーを表示し、前記第一のソフトキーおよび前記第二
のソフトキーに対するユーザー操作を検知するタッチパネルディスプレイと、を有する画
像処理装置であって、
　ユーザーの指示部が前記第一のソフトキーをタッチしてからリリースするまでの時間を
ユーザー操作によって調整する調整手段を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記調整手段によって、前記第一のソフトキーをタッチしてからリリースするまでの時
間が変更された場合、前記タッチパネルディスプレイに表示される前記第二のソフトキー
に対し設定される前記時間は変更されることなく、
　前記第一のソフトキーの前記時間が変更されることを特徴とする請求項１に記載の画像
処理装置。
【請求項３】
　前記画像処理装置は、
　前記機能を利用した処理を実行する際の条件を設定するための設定画面を表示し、
　前記第一のソフトキーは、
　前記設定画面とともに表示されるソフトキーであって、前記設定画面において設定され
た前記条件に従って前記処理を実行するためのソフトキーを含むことを特徴とする請求項
１または請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記画像処理装置は、
　ユーザーがログインするための認証制御手段を有し、
　前記認証制御手段によってユーザーが管理者の権限を有すると判断された場合に、
　前記調整手段によって前記時間を調整することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか
一項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記画像処理装置は、
　前記機能を利用した処理を実行する際の条件を設定するための設定画面を表示し、
　前記第一のソフトキーは、
　前記設定画面を介することなく前記処理を実行するためのソフトキーを含む請求項１乃
至４のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記画像処理装置は、
　前記調整手段によって調整された前記時間と、前記調整手段によって前記時間が調整さ
れた際に前記画像処理装置にログイン中であったユーザーの情報とを管理する管理手段を
有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記画像処理装置は、少なくともコピー機能およびスキャン機能を有することを特徴と
する請求項１乃至６のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　画像処理装置の機能を利用した処理を実行するための第一のソフトキー、および前記第
一のソフトキー以外の第二のソフトキーを表示し、前記第一のソフトキーおよび前記第二
のソフトキーに対するユーザー操作を検知するタッチパネルディスプレイと、を有する画
像処理装置のためのプログラムであって、
　ユーザーの指示部が前記第一のソフトキーをタッチしてからリリースするまでの時間を
ユーザー操作によって調整する調整手段を有することを特徴とする画像処理装置のための
プログラム。
【請求項９】
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　画像処理装置の機能を利用した処理を実行するための第一のソフトキー、および前記第
一のソフトキー以外の第二のソフトキーを表示し、前記第一のソフトキーおよび前記第二
のソフトキーに対するユーザー操作を検知するタッチパネルディスプレイと、を有する画
像処理装置の制御方法であって、
　ユーザーの指示部が前記第一のソフトキーをタッチしてからリリースするまでの時間を
ユーザー操作によって調整する調整ステップを有することを特徴とする画像処理装置の制
御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　画像処理装置及びその制御方法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　スキャン機能、プリント機能等を備えた画像処理装置では、ユーザ操作を受け付ける操
作部としてハードキーを備えた装置が存在する。なお、ハードキーの一例である実行ボタ
ンは、画像処理装置の機能を利用して処理を実行するためのキーであって、例えば、設定
画面で印刷条件を設定した後に実行ボタンを選択すると、その印刷条件に従って印刷処理
が実行される。
【０００３】
　一方で、操作部の小型化によるコスト削減、及びデザイン向上を目的として、ハードキ
ーを無くし、全ての入力をタッチパネルで行うことを可能とした画像処理装置が存在する
。特許文献１には、実行ボタンを含むすべてのキーをタッチパネルディスプレイ上で実現
する構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－２２６０４４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　実行ボタンをソフトキーで実現したことで、実行ボタンがハードキーであったときより
も比較的弱い圧力で実行ボタンを選択できるようになる。その一方で、ユーザーの操作方
法によってはユーザーの洋服の袖等で、誤って実行ボタンが選択されてしまい、意図しな
いコピーやファクスなどの処理が実行されてしまう可能性がある。その結果、紙の無駄遣
いや、ファックスの誤送信による情報漏洩等が発生してしまう。
【０００６】
　実行ボタンのみを固定の感度まで引き下げる対策が考えられるが、どのくらいの感度が
ユーザーによって使い勝手がいいのか、もしくは感度を下げない方が良いのかは判断が難
しい。なおここでの感度とは、ボタンの処理が実行されるまでにボタンがタッチされてか
らリリースされるのにかかるタッチ判定時間のことであって、感度を低くするためにはタ
ッチ判定時間を長くする必要がある。一方、ボタンの感度を高くするためには、タッチ判
定時間を短くする必要がある。
【０００７】
　そこで本発明では、ユーザーが所望する感度の実行ボタンを提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　画像処理装置の機能を利用した処理を実行するための第一のソフトキー、および前記第
一のソフトキー以外の第二のソフトキーを表示し、前記第一のソフトキーおよび前記第二
のソフトキーに対するユーザー操作を検知するタッチパネルディスプレイと、を有する画
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像処理装置であって、
　ユーザーの指示部が前記第一のソフトキーをタッチしてからリリースするまでの時間を
ユーザー操作によって調整する調整手段を有することを特徴とする画像処理装置。
【発明の効果】
【０００９】
　本願発明によれば、ユーザーが所望する感度の実行ボタンを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】画像処理装置１０１のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図２】操作部１２３に表示される画面の一例である。
【図３】画像処理装置１０１のソフトウェア構成を示すブロック図である。
【図４】画像処理装置１０１におけるタッチ判定時間の判定処理を示すフロー図である。
【図５】操作部１２３に表示される画面の一例である。
【図６】画像処理装置１０１におけるタッチ判定時間の判定処理を示すフロー図である。
【図７】操作部１２３に表示される画面の一例である。
【図８】画像処理装置１０１におけるタッチ判定時間の判定処理を示すフロー図である。
【図９】操作部１２３に表示される画面の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の発明を実施するための最良の形態について図面を用いて説明する。
【００１２】
　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の各実施形態を適用可能な画像処理装置１０１のハードウェア構成を示
す図である。図１において、システムバス１１０に対してＣＰＵ１１１、ＲＡＭ１１２、
ＲＯＭ１１３、入力部Ｉ／Ｆ１１４、表示部Ｉ／Ｆ１１５、外部メモリＩ／Ｆ１２０、通
信Ｉ／Ｆコントローラ１２２、プリンタＩ／Ｆ１２４、スキャナＩ／Ｆ１２６が接続され
る。また、タッチパネル１１６、ディスプレイ１１９、外部メモリ１２１が接続される。
システムバス１１０に接続される各部は、システムバス１１０を介して互いにデータのや
りとりを行うことができるように構成されている。
【００１３】
　ＲＯＭ１１３は、不揮発性のメモリであり、画像データやその他のデータ、ＣＰＵ１１
１が動作するための各種プログラムなどが、それぞれ所定の領域に格納される。
【００１４】
　ＲＡＭ１１２は、揮発性のメモリであり、ＣＰＵ１１１の主メモリ、ワークエリア等の
一時記憶領域として用いられる。また、ＲＡＭ１１２は、画面表示用情報を保持する記憶
領域としても用いられる。
【００１５】
　ＨＤＤ１１７は、読み書き可能な不揮発性記憶装置であり、画像形成装置１００全体を
制御するためのプログラムや各種アプリケーションプログラムや設定情報など、様々なデ
ータが記憶される。
【００１６】
　ＣＰＵ１１１は、ＲＯＭ１１３や外部メモリ１２１に格納されるプログラムに従い、Ｒ
ＡＭ１１２をワークメモリとして用いて、この画像処理装置１０１の各部を制御する。
【００１７】
　操作部１２３は、入力部Ｉ／Ｆ１１４、表示部Ｉ／Ｆ１１５を介して、ユーザに画像処
理装置１０１を操作させるためのインタフェースである。また、操作部１２３は、タッチ
パネル１１６、ディスプレイ１１９の組み合わせで構成され、複数の形態を取ることがで
きる。
【００１８】
　入力部Ｉ／Ｆ１１４は、ユーザ操作を受け付け、操作に応じた制御信号を生成し、ＣＰ
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Ｕ１１１に供給する。例えば、入力部Ｉ／Ｆ１１４は、ユーザ操作を受け付ける入力デバ
イスとして、キーボード（不図示）といった文字情報の入力や処理実行の指示を行うデバ
イスや、マウス（不図示）やタッチパネル１１６といったポインティングデバイスなどを
有する。
【００１９】
　タッチパネル１１６は、例えば平面的に構成された入力部に対して接触された位置に応
じた座標情報が出力されるようにした入力デバイスである。ＣＰＵ１１１は、入力デバイ
スに対してなされたユーザ操作に応じて入力部Ｉ／Ｆ１１４で生成され供給される制御信
号に基づき、プログラムに従いこの画像処理装置１０１の各部を制御する。これにより、
画像処理装置１０１に対し、ユーザ操作に応じた動作を行わせることができる。これは、
マウス（不図示）で代替しても良い。なお、タッチパネル１１６は、ユーザーの指の圧力
によってユーザー操作を判断する感圧式であってもよく、タッチ操作で変動するタッチパ
ネル１１６表面の電流によってユーザー操作を判断する静電式であってもよい。
【００２０】
　表示部Ｉ／Ｆ１１５は、ディスプレイ１１９に対して画像を表示させるための表示信号
を出力する。ＣＰＵ１１１は、表示部Ｉ／Ｆ１１５に対してプログラムに従い生成した表
示制御信号を供給する。表示部Ｉ／Ｆ１１５は、この表示制御信号に基づき、ＧＵＩ（Ｇ
ｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を構成するＧＵＩ画面をディスプレ
イ１１９に表示させる。
【００２１】
　タッチパネル１１６はディスプレイ１１９と一体的に構成される。タッチパネル１１６
は、光の透過率がディスプレイ１１９の表示を妨げないように構成され、ディスプレイ１
１９の表示面の上層に取り付けられる。そして、ＣＰＵ１１１は、タッチパネル１１６に
おける入力座標と、ディスプレイ１１９上の表示座標とを対応付ける。これにより、あた
かもユーザがディスプレイ１１９上に表示された画面を直接的に操作可能であるかのよう
なＧＵＩを構成することができる。
【００２２】
　外部メモリＩ／Ｆ１２０には、例えばハードディスクやフロッピーディスク、又はＣＤ
やＤＶＤ、メモリカード等の外部メモリ１２１が装着可能になっている。ＣＰＵ１１１の
制御に基づき、装着された外部メモリ１２１からのデータの読み出しや、当該外部メモリ
１２１に対するデータの書き込みを行う。
【００２３】
　通信Ｉ／Ｆコントローラ１２２は、ＣＰＵ１１１の制御に基づき、例えばＬＡＮやイン
ターネット、有線、無線等の各種ネットワーク１０２に対する通信を行う。
【００２４】
　プリンタＩ／Ｆ１２４は、プリンタ１２５とシステムバス１１０とを接続するためのイ
ンタフェースである。プリンタ１２５で印刷すべき画像データは、プリンタＩ／Ｆ１２４
を介してシステムバス１１０から転送され、プリンタ１２５において記録媒体上（用紙上
）に印刷される。
【００２５】
　スキャナＩ／Ｆ１２６は、スキャナ１２７とシステムバス１１０とを接続するためのイ
ンタフェースである。スキャナ１２７は、原稿上の画像を読み取って画像データを生成し
、スキャナＩ／Ｆ１２６を介してシステムバス１１０に入力する。
【００２６】
　図３は本発明の画像処理装置１０１のソフトウェア構成の一例である。なお、本実施例
は特に断らない限り、図示されたソフトウェアモジュール間のやりとりは、ＣＰＵ１１１
がシステムバス１１０を介してＲＡＭ１１２、ＲＯＭ１１３、入力部Ｉ／Ｆ１１４、表示
部Ｉ／Ｆ１１５、プリンタＩ／Ｆ１２４、スキャナＩ／Ｆ１２６を制御する。
【００２７】
　画像処理装置１０１は、画面表示制御部３０１、画面入力制御部３０２、認証処理部３
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０３、アプリケーション３０４、時間管理部３０６、スタートキー制御部３０５、ジョブ
実行ボタン制御部３０７を有する。
【００２８】
　画面表示制御部３０１は、アプリケーション全体の画面管理、画面の情報をディスプレ
イ１１９に転送する処理、およびタッチパネル１１６から入力されたイベントをアプリケ
ーションに通知する処理を主に行う。
【００２９】
　画面入力制御部３０２は、タッチパネル１１６からの操作を入力部Ｉ／Ｆ１１４が信号
に変換し、その信号を受信および解析し、アプリケーションへ送信できるイベントの形式
に変換する。そして、画面入力制御部３０２は、その入力信号を画面表示制御部３０１に
通知を指示する。
【００３０】
　認証処理部３０３は、認証画面をディスプレイ１１９に表示し、ユーザからタッチパネ
ル１１６に入力されたユーザＩＤやパスワード等の認証情報を用いてユーザ認証を行う。
ユーザ認証が成功した場合には、認証処理部３０３は、当該ユーザを画像処理装置１０１
にログインさせるためのログイン処理を行う。ログアウトの指示がされた時には、認証処
理部３０３は、ログイン中のユーザを画像処理装置からログアウトさせるためのログアウ
ト処理を行う。
【００３１】
　アプリケーション３０４は、画像処理装置１０１上で動作するアプリケーション群であ
り、画面入力制御部３０２を介したユーザ操作により、ＣＰＵ１１１が各アプリケーショ
ンを動作させる。画像処理装置１０１が有するアプリケーションのうち、代表的なものは
以下の通りである。
・スキャナ１２７により原稿上の画像を読み取って生成された画像データをプリンタ１２
５にて印刷する「コピー」機能。
・ＰＣ等の外部装置から投入されたプリントジョブに基づいて画像データをプリンタ１２
５にて印刷する「プリント」機能。
・スキャナ１２７により原稿上の画像を読み取って生成された画像データを通信Ｉ／Ｆコ
ントローラ１２２を介して外部へ送信する「スキャンして送信」機能。
・スキャナ１２７により原稿上の画像を読み取って生成された画像データを外部メモリ１
２１に保存する「スキャンして保存」機能。
・外部メモリ１２１に保存された画像データをプリンタ１２５にて印刷又は通信Ｉ／Ｆコ
ントローラ１２２を介して外部へ送信する「保存ファイルの利用」機能
・Ｗｅｂブラウザを介してＷｅｂサーバ上のデータを閲覧、印刷、保存する「ブラウザ」
機能。
【００３２】
　なお、画像処理装置１０１が有するアプリケーションは上記に限定せず、ユーザの指示
により後からアプリケーションを追加することも可能である。
【００３３】
　スタートキー制御部３０５は、画面入力制御部３０２により後述するスタートキーが押
下されたことを検知し、アプリケーション３０４にスタートキー実行の通知を送る。スタ
ートキー実行の通知を受けたアプリケーション３０４は、該当する機能を実行する。
【００３４】
　時間管理部３０６は、画像処理装置１０１が起動してからの現在の時刻を管理し、スタ
ートキー制御部３０５やジョブ実行ボタン制御部３０７からの指示により、現在の時刻を
通知する。
【００３５】
　ジョブ実行ボタン制御部３０７は、ジョブ実行ボタンを制御する機能である。ジョブ実
行ボタンとは、画像処理装置１０１に予め用意されているアプリケーションボタン（例え
ば印刷ボタン、スキャンボタンなど）以外で存在する、ユーザーがカスタマイズしたボタ
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ンのことである。例えば、ユーザー操作によって、両面印刷と２ｉｎ１のレイアウトを条
件にコピーを実行するジョブ実行ボタンが作成されたとすると、該当の条件はジョブ実行
ボタン制御部３０７によってＨＤＤ１１７に記憶される。また、ジョブ実行ボタン制御部
３０７は、登録されたジョブ実行ボタンが押下されたことを検知し、該当のアプリケーシ
ョン３０４を呼び出し、事前に登録しＨＤＤ１１７に記憶された条件で、アプリケーショ
ン３０４を実行する。
【００３６】
　図２を用いて、ディスプレイ１１９に表示される画面について説明する。図２（ａ）は
、画像処理装置１０１のアプリケーション３０４を選択するためのホーム画面の例を示す
図である。コピーボタン２０１は、コピーのアプリケーションを呼び出すためのボタンで
あり、画面入力制御部３０２でユーザー操作を検知すると、画面表示制御部３０１は画面
を図２（ｂ）に遷移させる。
【００３７】
　ログインボタン２０２は、ユーザ認証を行うためのボタンであり、画面入力制御部３０
２でユーザー操作を検知すると、画面表示制御部３０１は画面を図２（ｃ）に遷移させる
。
【００３８】
　設定登録ボタン２０３は、画像処理装置１０１の様々な設定を行うためのボタンであり
、画面入力制御部３０２でユーザー操作を検知すると、画面表示制御部３０１は画面を図
２（ｄ）に遷移させる。
【００３９】
　図２（ｂ）は、コピーのアプリケーションの設定画面の一例である。スタートキー２０
４は、設定画面の内容に従って処理を実行するためのボタンである。図２（ｂ）の例では
、コピーの設定画面が表示されているため、スタートキー２０４が押下されると、コピー
処理が実行される。実行される際の条件は図２（ｂ）に示された通りである。
【００４０】
　図２（ｃ）は、認証画面の一例である。ユーザー名２０５とパスワード２０６に認証情
報が入力されてログインボタン２０７が押下されると、認証処理部３０３は入力された認
証情報でユーザー認証を行う。
【００４１】
　図２（ｄ）は、管理者権限を持つユーザーの設定登録画面の画面例を示す図である。図
２（ｃ）において管理者権限を持つユーザーでログインし、設定登録ボタン２０３が押下
されると、項目２０８が追加された状態で設定登録画面が表示される。つまり、ログイン
状況に応じて項目２０８を含め、設定登録画面に表示される項目は変わる。本実施例では
、管理者ログインでなければ項目２０８は表示されないものとして説明する。ログイン中
のユーザーが管理者でない場合は、項目２０８を非表示にする、またはグレーアウト表示
にして選択できないようにしてもよい。
【００４２】
　項目２０８は、スタートキー２０４のタッチ判定時間を調整するための項目であり、押
下されると、画面表示制御部３０１は画面を図２（ｅ）に遷移させる。
【００４３】
　図２（ｅ）は、スタートキー２０４のタッチ判定時間を調整するための画面例を示す図
である。ここでタッチ判定時間とは、スタートキーがユーザーの指示部によってタッチさ
れてからリリースするまでの時間を指す。つまり、タッチ判定時間と同じ時間、またはそ
れよりも長い時間スタートキーを押下し続けないと、スタートキーは実行されない。
【００４４】
　ボタン２０９、ボタン２１０は、スタートキー２０４のタッチ判定時間を調整するため
のボタンで、ボタン２０９が押下されるとノブ２１１が左方向に、ボタン２１０が押下さ
れるとノブ２１１が右方向に移動する。ノブ２１１は、スタートキー２０４のタッチ判定
時間の現在の設定値を示すものであり、設定値は９段階で変更できる。ノブ２１１が左方
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向にある場合、スタートキー２０４のタッチ判定時間が短くなり、右方向にある場合は長
くなる。ノブ２１１が左端にある場合、スタートキー２０４のタッチ判定時間が最も短い
状態を示し、ノブ２１１が右端にある場合、最も長い状態を示す。
【００４５】
　スタートキー２０４のタッチ判定時間が最も短い状態とは、スタートキー２０４が押下
されてから指が離されるまでの時間が０ｍｓｅｃ以上ある場合にスタートキー２０４が実
行される状態のことである。その場合、ユーザー操作によってスタートキー２０４をタッ
チしてすぐには話しただけも、所定の処理が実行されることになる。一方、スタートキー
２０４のタッチ判定時間が最も長い状態とは、スタートキー２０４が押下されてから指が
離されるまでの時間が２００ｍｓｅｃ以上ある場合にスタートキー２０４が実行される状
態のことであり、ある程度押下状態を保持しないとスタートキー２０４が実行されない。
【００４６】
　ノブ２１１は、スタートキー２０４のタッチ判定時間を２５ｍｓｅｃ間隔で調整でき、
左端から右端に１段階移動する度に、タッチ判定時間が２５ｍｓｅｃごと増えていく。
【００４７】
　スタートキー２０４のタッチ判定時間の初期値は２５ｍｓｅｃであり、図２（ｅ）に示
した位置にノブ２１１が存在する状態を指す。
【００４８】
　ボタン２１２は、ボタン２０９、ボタン２１０で調整されたスタートキー２０４のタッ
チ判定時間を確定するためのボタンである。
【００４９】
　なお、ボタン２０９、ボタン２１０でノブ２１１の移動を行っているが、直接ノブ２１
１を操作したり、設定値を直接入力することで、調整できるようにしてもよい。また、ス
タートキー２０４のタッチ判定時間は９段階で調整可能だが、無段階で調整できるように
しても良い。さらに、タッチ判定時間が０ｍｓｅｃから２００ｍｓｅｃで調整可能だが、
さらに調整できる範囲を拡大してもよい。
【００５０】
　図４は、本発明の実施形態における、スタートキー２０４が押下されてから一定時間以
上経った後、指が離された場合のみスタートキー２０４を実行する一連の処理を説明する
フロー図である。図４のフロー図に示す各動作は、画像処理装置１０１のＣＰＵ１１１が
、ＲＯＭ１１３もしくは外部メモリ１２１に格納されている制御プログラムをＲＡＭ１１
２に読み出して実行することにより実現される。ＣＰＵ１１１が画像処理装置１０１の起
動を検知することで、本フローが開始される。
【００５１】
　Ｓ４０１において、画面入力制御部３０２は、スタートキー２０４が押下されたか否か
を判断する。スタートキー２０４が押下されたと画面入力制御部３０２が判断した場合、
Ｓ４０２に進む。一方、スタートキー２０４が押下されていないと画面入力制御部３０２
が判断した場合は、Ｓ４０１に戻る。
【００５２】
　Ｓ４０２において、スタートキー制御部３０５は、スタートキー２０４が押下されたと
きの時刻を、時間管理部３０６から取得してＲＡＭ１１２に記憶する。今回、タッチされ
た時刻を「２０１９／０１／０１　０９：３２：１１：０２２」であるものとする。
【００５３】
　Ｓ４０３において、画面入力制御部３０２は、スタートキー２０４から指が離されたか
否かを判断する。スタートキー２０４から指が離されたと画面入力制御部３０２が判断し
た場合、Ｓ４０４に進む。一方、スタートキー２０４から指が離されていないと画面入力
制御部３０２が判断した場合は、Ｓ４０３に戻る。
【００５４】
　Ｓ４０４において、スタートキー制御部３０５は、スタートキー２０４から指が離され
たときの時刻を、時間管理部３０６から取得してＲＡＭ１１２に記憶する。今回、リリー
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スされた時刻を「２０１９／０１／０１　０９：３２：１１：０５２」であるものとする
。
【００５５】
　その後、Ｓ４０５において、スタートキー制御部３０５は、Ｓ４０４で記憶した時刻と
Ｓ４０２で記憶した時刻の差分を求め、スタートキー２０４が押下されてから指が離され
るまでの時間を算出する。そして、スタートキー制御部３０５は、図２（ｅ）で設定され
たタッチ判定時間をＲＡＭ１１２から取得し、算出した時間が設定されたタッチ判定時間
以上か否か判断する。例えば、図２（ｅ）のように初期値で設定されている場合、２５ｍ
ｓｅｃ以上か否か判断する。
【００５６】
　算出した時間が設定されたタッチ判定時間以上であるとスタートキー制御部３０５が判
断した場合、Ｓ４０６に進む。一方、算出した時間が設定されたタッチ判定時間以上でな
いとスタートキー制御部３０５が判断した場合、何もせず処理を終了する。
【００５７】
　Ｓ４０６において、スタートキー制御部３０５は、現在表示しているアプリケーション
３０４に対してスタートキー実行の通知を送り、該当のアプリケーション３０４は処理を
実行する。具体的には、タッチされた時刻が「２０１９／０１／０１　０９：３２：１１
：０２２」、リリースされた時刻が「２０１９／０１／０１　０９：３２：１１：０５２
」であるため、その差分は「３０」ｍｓである。タッチ判定時間である「２５」ｍｓを超
えているのでＳ４０６に進み、スタートキーの処理が実行される。
【００５８】
　スタートキー２０４がユーザーによってタッチされると、タッチされている状態である
ことをユーザーに認知させるために態様（色、形、大きさなど）が変更されるものとする
。スタートキー２０４の態様はタッチ操作を検知したことに応じて変更され、タッチ判定
時間の判定結果に関係なく、スタートキー２０４からのリリースが検知されれば、タッチ
操作を検知する前の状態に戻るものとする。
【００５９】
　以上のように、タッチ判定時間を調整することがユーザー操作によって可能であり、ス
タートキー２０４が押下されてから指が離されるまでの時間がタッチ判定時間以上である
場合のみスタートキー２０４を実行することが出来る。それにより、ユーザーが所望する
操作感を実現することができる。
【００６０】
　（第２の実施形態）
　第１の実施形態では、管理者権限でログインしてスタートキー２０４のタッチ判定時間
を調整する形態を示した。図２（ｄ）におけるタッチ判定時間の設定結果はログインユー
ザーに関係なく適用されることになる。本実施形態では、ログインユーザー毎にスタート
キー２０４のタッチ判定時間を設定できる形態を説明する。つまり、管理者がログインし
た状態で設定されたタッチ判定時間は、管理者がログインしているときのみ適用されるも
のとし、ユーザーＡがログインした状態で設定されたタッチ判定時間は、ユーザーＡがロ
グインしているときのみ適用されるものとする。なお、第１の実施形態において説明済み
の部分については説明を割愛する。
【００６１】
　図５は、図２（ｄ）においてユーザーＡでログインした状態で、スタートキー２０４の
タッチ判定時間を調整する画面を表示した例を示す図で、スタートキー２０４のタッチ判
定時間を最も長い状態で設定された状態である。
【００６２】
　図５は、ユーザーＡがログインしている状態で、設定登録ボタン２０３を選択し、項目
２０８が表示された結果表示される画面である。項目２０８は、第１の実施形態のときと
同様に管理者がログインした状態、またはユーザーＡ等の一般ユーザーがログインした状
態で表示される項目である。
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【００６３】
　図６は、本実施形態における、ログインユーザーが設定したスタートキー２０４のタッ
チ判定時間に応じてスタートキー２０４を実行する一連の処理を説明するフロー図である
。図６のフロー図に示す各動作は、画像処理装置１０１のＣＰＵ１１１が、ＲＯＭ１１３
もしくは外部メモリ１２１に格納されている制御プログラムをＲＡＭ１１２に読み出して
実行することにより実現される。ＣＰＵ１１１が画像処理装置１０１の起動を検知するこ
とで、本フローが開始される。
【００６４】
　Ｓ６０１～Ｓ６０４、Ｓ６０６は、図４のＳ４０１～Ｓ４０４、Ｓ４０６の内容と同様
のため割愛する。
【００６５】
　Ｓ６０５においてスタートキー制御部３０５は、Ｓ６０４で記憶した時刻とＳ６０２で
記憶した時刻の差分を求め、スタートキー２０４が押下されてから指が離されるまでの時
間を算出する。認証処理部３０３は、現在ログイン中のユーザー（今回はユーザーＡ）の
認証情報を取得し、スタートキー制御部３０５は、認証情報に紐付いて記憶されたタッチ
判定時間をＲＡＭ１１２から取得し、算出した時間が設定されたタッチ判定時間以上か否
か判断する。例えば、図５のようにユーザーＡでログインしている場合、２００ｍｓｅｃ
以上か否か判断する。一方、管理者がログイン中である場合には、図２（ｄ）で設定され
たタッチ判定時間に基づいて、２５ｍｓｅｃ以上か否が判断される。
【００６６】
　ＲＡＭ１１２で管理されている情報の一例を表１に示す。ユーザー認証情報に含まれる
ユーザーＩＤと、そのユーザーが設定したタッチ判定時間とが関連づいて管理されている
。
【００６７】
【表１】

【００６８】
　算出した時間が設定されたタッチ判定時間以上であるとスタートキー制御部３０５が判
断した場合、Ｓ６０６に進む。一方、算出した時間が設定されたタッチ判定時間以上でな
いとスタートキー制御部３０５が判断した場合、何もせず処理を終了する。
【００６９】
　以上のように、ログインユーザーが設定したスタートキー２０４のタッチ判定時間に応
じて判断することにより、それぞれのユーザーが所望するスタートキーの感度を実現する
ことができる。
【００７０】
　なお、ログイン前の状態（例えば、図２（ａ））において、適用されるタッチ判定時間
は、デフォルトのタッチ判定時間であってもよく、管理者ユーザーによって設定されたタ
ッチ判定時間が適用されてもよい。
【００７１】
　（第３の実施形態）
　第１の実施形態では、スタートキー２０４における実行可否の判断を行っていた。本実
施形態では、スタートキー２０４以外の画像処理装置１０１の処理を行うボタンにおいて
実行可否を判断する処理を行う例について説明する。



(11) JP 2021-69053 A 2021.4.30

10

20

30

40

50

【００７２】
　図７は、画像処理装置１０１のアプリケーション３０４を選択するためのホーム画面の
例を示す図である。ジョブ実行ボタン７０１は、予め設定されたコピーのアプリケーショ
ンを実行するためのボタンであり、画面入力制御部３０２でユーザーの押下を検知すると
、設定画面（例えば、図２（ｂ））を表示することなく既定の設定内容でコピーの処理が
実行される。例えば、ジョブ実行ボタン７０２は、予め設定された「スキャンして保存」
アプリケーションを実行するためのボタンであり、画面入力制御部３０２でユーザーの押
下を検知すると、画像をスキャンしてスキャンデータを保存する処理が実行される。ジョ
ブ実行ボタン７０１、７０２は、事前に該当のアプリケーションの実行条件を設定し、登
録されたものであり、押下された瞬間にその実行条件に従って処理が実行される。
【００７３】
　これらのジョブ実行ボタン７０１、７０２のタッチ判定時間も調整できるものとする。
調整する際の画面の一例は図９に示した通りである。具体的な調整方法については、図２
（ｄ）（ｅ）で説明済みであるため、説明は割愛する。なお、図９では、１つの調整画面
で、スタートキーおよびジョブ実行ボタン両方のタッチ判定時間が調整できる。しかし、
スタートキーとジョブ実行ボタンそれぞれのタッチ判定時間を別画面または別項目で変更
できるようにしてもよい。図９中の「実行ボタン」はスタートキーおよびジョブ実行ボタ
ンのようなボタンの総称であって、該当のボタンを選択すると設定画面を表示することな
く処理を実行するボタンを指す。
【００７４】
　図８は、本発明の実施形態における、ジョブ実行ボタンにおける実行可否の判断を行う
一連の処理を説明するフロー図である。図８のフロー図に示す各動作は、画像処理装置１
０１のＣＰＵ１１１が、ＲＯＭ１１３もしくは外部メモリ１２１に格納されている制御プ
ログラムをＲＡＭ１１２に読み出して実行することにより実現される。ＣＰＵ１１１が画
像処理装置１０１の起動を検知することで、本フローが開始される。
【００７５】
　Ｓ８０１において、画面入力制御部３０２は、ジョブ実行ボタン７０１、７０２が押下
されたか否かを判断する。ジョブ実行ボタン７０１、７０２が押下されたと画面入力制御
部３０２が判断した場合、Ｓ８０２に進む。一方、ジョブ実行ボタン７０１、７０２が押
下されていないと画面入力制御部３０２が判断した場合は、Ｓ８０１に戻る。
【００７６】
　Ｓ８０２において、ジョブ実行ボタン制御部３０７は、ジョブ実行ボタン７０１、７０
２が押下されたときの時刻を、時間管理部３０６から取得してＲＡＭ１１２に記憶する。
【００７７】
　その後、Ｓ８０３において、画面入力制御部３０２は、ジョブ実行ボタン７０１、７０
２から指が離されたか否かを判断する。ジョブ実行ボタン７０１、７０２から指が離され
たと画面入力制御部３０２が判断した場合、Ｓ８０４に進む。一方、ジョブ実行ボタン７
０１、７０２から指が離されていないと画面入力制御部３０２が判断した場合は、Ｓ８０
３に戻る。
【００７８】
　Ｓ８０４において、ジョブ実行ボタン制御部３０７は、ジョブ実行ボタン７０１、７０
２から指が離されたときの時刻を、時間管理部３０６から取得してＲＡＭ１１２に記憶す
る。
【００７９】
　その後、Ｓ８０５において、ジョブ実行ボタン制御部３０７は、Ｓ８０４で記憶した時
刻とＳ８０２で記憶した時刻の差分を求め、ジョブ実行ボタン７０１、７０２が押下され
てから指が離されるまでの時間を算出する。そして、ジョブ実行ボタン制御部３０７は、
図２（ｅ）で設定されたタッチ判定時間をＲＡＭ１１２から取得し、算出した時間が設定
されたタッチ判定時間以上か否か判断する。
【００８０】
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　算出した時間が設定されたタッチ判定時間以上であるとジョブ実行ボタン制御部３０７
が判断した場合、Ｓ８０６に進む。一方、算出した時間が設定されたタッチ判定時間以上
でないとジョブ実行ボタン制御部３０７が判断した場合、何もせず処理を終了する。
【００８１】
　Ｓ８０６において、ジョブ実行ボタン制御部３０７は、該当のアプリケーション３０４
を呼び出し、事前に登録しＨＤＤ１１７に記憶された設定で、アプリケーション３０４を
実行する。
【００８２】
　以上のように、スタートキー２０４のみならず、ジョブ実行ボタン７０１、７０２のよ
うに、押下すると設定画面を介さずに処理が実行されるボタンであっても、タッチ判定時
間が調整できる。それにより、ユーザーが所望するジョブ実行ボタンの感度を実現するこ
とができる。
【００８３】
　（他の実施形態）
　第１の実施形態から第３の実施形態において、特定のボタン（実行ボタン）のタッチ判
定時間を調整する形態を説明した。しかし、タッチ判定時間を調整できる対象はボタンに
限定されず、特定の領域であってもよい。例えば、図２（ａ）の設定登録ボタン２０３の
下に「タイムライン」領域があり、そこには「コピー」と「スキャンして送信」の履歴ボ
タンが２つ配置されている。これらのボタンは、画像処理装置１０１において実行した処
理の設定内容を履歴として表示したものであって、履歴ボタンを選択すると、該当の設定
内容が反映された設定画面（図２（ｂ））が表示される。その設定画面で設定内容を確認
した後に、スタートキー２０４を押下すれば、履歴ボタンの設定内容に従って処理が実行
されることになる。これらの履歴ボタンを押下した際に設定画面を経由せず、設定内容に
従って処理を実行する「即実行」設定が可能である場合には、履歴ボタンが誤って選択さ
れ意図しない処理が実行されることを防止するために、タイムライン領域自体のタッチ判
定時間を変更できるようにしてもよい。もちろん、履歴ボタンのタッチ判定時間を変更で
きる構成であってもよい。
【００８４】
　なお、上記実施形態ではコピー機能、スキャナ機能等の複数の機能を有する画像処理装
置１０１を例として説明したが、このうち一部の機能のみを有する画像処理装置にも本発
明は適用可能である。また、パーソナルコンピュータやＰＤＡ、携帯電話、ＦＡＸ、カメ
ラ、ビデオカメラ、その他の画像ビューワ等、他の情報処理装置に適用しても構わない。
【００８５】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。この場合、そのコン
ピュータプログラム、及び該コンピュータプログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成
することになる。
【符号の説明】
【００８６】
　１０１　画像処理装置
　１１１　ＣＰＵ
　１１２　ＲＡＭ
　１１６　タッチパネル
　１１７　ＨＤＤ
　１１９　ディスプレイ
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